
ー より確かな不動産実務にお役立てくださいー ー より確かな不動産実務にお役立てくださいー 

11at home TIME 2024 / 12 _

賃貸人
宅建事業者 
Y

賃借人
法人
X ①賃貸借契約

　契約書に原状回復に
　関する特約条項あり

②解約時、特約条項を理由に
　YからXに敷金の返還が
　されなかった

③Xは、特約条項が消費者契約法や
　ガイドラインに違反していると主張。
　敷金返還を求めてYを提訴

【
解
説
】

　
裁
判
所
は
、次
の
通
り
判
示
し
、本
件
特

約
条
項
の
効
力
に
関
す
る
X
の
主
張
を
否
認

し
ま
し
た
。

⑴
特
約
条
項
が
明
確
に
合
意
さ
れ
て
い
る
か

　
建
物
の
賃
借
人
は
、賃
貸
借
契
約
が
終
了

し
た
場
合
、通
常
損
耗
に
つ
い
て
の
原
状
回

復
義
務
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、少
な
く

と
も
、賃
借
人
が
補
修
費
用
を
負
担
す
る
こ

と
に
な
る
通
常
損
耗
の
範
囲
が
賃
貸
借
契
約

書
の
条
項
自
体
に
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い

る
か
、仮
に
賃
貸
借
契
約
書
で
は
明
ら
か
で

な
い
場
合
に
は
、賃
貸
人
が
口
頭
に
よ
り
説

明
し
、賃
借
人
が
そ
の
旨
を
明
確
に
認
識
し
、

そ
れ
を
合
意
の
内
容
と
し
た
も
の
と
認
め
ら

（
一
財
）不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

原
状
回
復
に
関
す
る
特
約
条
項
は
、

消
費
者
契
約
法
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
に
違
反
し
無
効
だ

と
す
る
法
人
賃
借
人
の
主
張
が
、否
認
さ
れ
た
事
例

今回のケース

　平成28年8月2日、法人の賃借人Xと
宅建事業者の賃貸人Yは、東京都内の
ビル2階にある床面積78.05㎡の一部屋
（本件建物）につき、契約期間を平成28
年9月1日から平成30年8月31日まで、
月額賃料27万5,926円（税別）、敷金
165万5,556円とする本件賃貸借契約
を締結しました。
　その貸室賃貸借契約書（本件契約書）
には、本件建物の明渡しおよび原状回復
義務について、19条（貸室明渡し）と特
約欄に定めがありました（19条と特約を
併せて、本件特約条項）。
　XとYは、平成30年8月30日、契約期
間を同年9月1日から2年間とし、更新後
の賃料を28万円（税別）とする更新契約
を締結しました。
　その後、令和2年2月29日、XはYに対
し、本件賃貸借契約の解約日を同年8月
31日とする旨の解約申入書を送付しま
した。そして、同年7月29日、XはYに対
し、本件建物内の物品を全て撤去したな
どの連絡をし、8月1日付けで敷金全額
の返還を求める通知書を送付しました。
しかし、Yから敷金の返還はされません
でした。
　そこでXは、敷金165万5,556円の返
還を求めてYを提訴しました。
　Xは、そもそも50坪以下の小規模事務
所であれば、事業用の賃貸でも居住用の

賃貸と同様に扱われるべきであり、本件
特約条項は、消費者契約法第9条および
第10条並びに国土交通省の定める「原
状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
（ガイドライン）などに違反し、無効であ
る。従って、Xは、通常損耗について、原状
回復義務を負わないと主張しました。
　これに対しYは、本件特約条項は、賃借
人であるXが負う補修義務の範囲を具
体的に定めたものであり、XとYとの間で
は、通常損耗についても含めて本件建物
の原状回復義務の範囲が明確に合意さ
れているから、原告Xは、その原状回復
義務を負う。法人であるXには消費者契
約法の適用はないから、本件特約条項の
有効性に何ら問題はない。ガイドライン
は、本件のような事業用ではなく、居住
用の建物賃貸借契約を想定して作成さ
れたものだと主張しました。

イラスト：おのひろゆき

判例から
実際にあった
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れ
る
な
ど
、そ
の
旨
の
特
約
が
明
確
に
合
意

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る（
最
高
裁
　
平
成
17
年
12

月
16
日
判
決
）。

　
本
件
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、そ
の
19

条
1
項
に
、賃
借
人
で
あ
る
原
告
が
貸
室
・

造
作
・
設
備
の
変
更
、汚
損
お
よ
び
損
耗
を

修
復
し
、壁
お
よ
び
天
井
の
塗
装
並
び
に
床

仕
上
材
の
張
替
え
を
行
い
、貸
室
を
原
状
に

回
復
し
て
明
け
渡
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
上

で
、特
約
欄
に
、同
条
の「
原
状
」に
つ
き
、⒈

床
、⒉
壁
、⒊
ブ
ラ
イ
ン
ド
と
い
う
項
目
が
具

体
的
に
列
挙
さ
れ
、⒈
に
つ
い
て
は
新
品
の
タ

イ
ル
カ
ー
ペ
ッ
ト
が
敷
か
れ
て
い
る
こ
と
、⒉

に
つ
い
て
は
新
規
塗
装
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

⒊
に
つ
い
て
は
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
済
み
の
も
の
が

取
付
け
済
み
で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
、契

約
期
間
の
長
短
お
よ
び
損
耗
程
度
に
か
か
わ

ら
ず
、元
の
状
態
に
修
復（
⒊
に
つ
い
て
は
破

損
が
あ
れ
ば
交
換
）す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。

　
前
記
特
約
は
、本
件
契
約
書
1
頁
目
の

「
契
約
要
項
」欄
に
、本
件
建
物
の
物
件
概

要
、賃
貸
借
期
間
、賃
料
額
な
ど
本
件
賃
貸

借
契
約
の
内
容
と
な
る
基
本
的
事
項
と
と
も

に
記
載
さ
れ
て
お
り
、そ
の
内
容
も
容
易
に

理
解
可
能
な
も
の
で
あ
る
。そ
う
す
る
と
、本

件
特
約
条
項
に
よ
っ
て
、賃
借
人
が
補
修
費

用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
通
常
損
耗
の
範

囲
が
賃
貸
借
契
約
書
の
条
項
自
体
に
具
体

的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、X
の
代
表
取
締
役
A
は
、本
件

契
約
書
に
自
ら
署
名
押
印
し
て
お
り
、原
告

に
お
い
て
、本
件
特
約
条
項
に
つ
い
て
も
明
確

に
認
識
し
、そ
れ
を
合
意
の
内
容
と
し
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
。

⑵
消
費
者
契
約
法
お
よ
び
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

違
反
す
る
か

　
X
は
、本
件
特
約
条
項
の
定
め
が
消
費
者

契
約
法
違
反
で
あ
る
旨
主
張
す
る
が
、法
人

（
事
業
者
）で
あ
る
X
に
つ
い
て
、消
費
者
契

約
法
2
条
1
項
の「
消
費
者
」に
当
た
る
と

は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、X
の
主
張
は
採
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。X
が
指
摘
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
、主
と
し
て
居
住
用
の
建
物
賃

貸
借
契
約
が
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、少

な
く
と
も
本
件
特
約
条
項
の
効
力
に
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
と
は
い
え
な
い
。

⑶
公
序
良
俗
等
に
違
反
す
る
か

　
そ
の
他
、X
は
、本
件
特
約
条
項
の
効
力
に

●消費者契約法
第9条
（消費者が支払う損害賠償の額を予定する
条項等の無効等）
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当
該各号に定める部分について、無効とする。
一　当該消費者契約の解除に伴う損害賠償
の額を予定し、又は違約金を定める条項で
あって、これらを合算した額が、当該条項にお
いて設定された解除の事由、時期等の区分
に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契
約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均
的な損害の額を超えるもの
以下、省略
第10条
（消費者の利益を一方的に害する条項の無
効）
　消費者の不作為をもって当該消費者が新
たな消費者契約の申込み又はその承諾の意
思表示をしたものとみなす条項その他の法
令中の公の秩序に関しない規定の適用によ
る場合に比して消費者の権利を制限し又は
消費者の義務を加重する消費者契約の条項
であって、民法第一条第二項に規定する基本
原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るものは、無効とする。

参考法令

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
を
す
る
が
、本
件

特
約
条
項
の
内
容
が
、賃
借
人
が
一
般
に
負

担
す
る
こ
と
の
あ
る
原
状
回
復
義
務
の
内
容

を
過
度
に
加
重
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
ず
、

公
序
良
俗
違
反
に
当
た
る
な
ど
そ
の
効
力
に

影
響
を
及
ぼ
す
事
情
が
あ
る
と
も
認
め
ら
れ

な
い
。

　
以
上
に
よ
れ
ば
、X
は
、本
件
特
約
条
項
に

定
め
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
、通
常
損
耗
も

含
め
た
原
状
回
復
費
用
の
支
払
義
務
を
負

う
と
い
う
べ
き
で
あ
る（
東
京
地
裁 

令
和
4

年
6
月
24
日
判
決
）。

【
総
評
】

　
本
事
案
は
、「
事
業
用
の
賃
貸
借
で
も
小

規
模
事
務
所
は
居
住
用
の
賃
貸
借
と
同
様

に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
、特
約
条
項
は
無
効
で
あ

る
」と
の
賃
借
人
の
主
張
が
、否
認
さ
れ
た

事
例
で
す
。

　
本
事
案
と
は
異
な
り
、小
規
模
事
務
所
の

賃
貸
借
で
す
が
、そ
の
実
態
に
お
い
て
居
住

用
の
賃
貸
借
と
変
わ
ら
な
い
か
ら
、特
約
を

否
認
し
、原
状
回
復
費
用
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
沿
っ
て
算
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
事
案

が
あ
り
ま
す（
東
京
簡
裁
　
平
成
17
年
8
月

26
日
判
決
）。し
か
し
、本
訴
訟
に
お
い
て
引

用
さ
れ
た
、特
約
の
成
立
要
件
を
示
し
た
最

高
裁
判
決
が
あ
る
こ
と
か
ら
、そ
の
先
例
的

価
値
は
す
で
に
な
く
な
っ
た
も
の
と
認
識
す

る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

●原状回復をめぐるトラブル
　とガイドライン（再改訂版）
国土交通省のホームページ
で内容を確認できます。
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